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社会資本整備審議会 河川分科会 

土砂災害防止対策小委員会（第２回） 

令和２年１月２９日 

 

 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから社会資本整備審議会河川分

科会、第２回土砂災害防止対策小委員会を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにあり

がとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、マイクの使用方法についてご説明させていただきます。ご発言されます際は机上

のマイクの薄紫色のボタンを押していただき、赤いランプが点灯した状態でご発言願いま

す。また、３０秒以上発言がされません場合は自動でランプが消灯いたしますので、再度ご

発言の際はボタンを押してご発言ください。使用面におきましてご不明な点がございまし

たら、事務局までお申しつけください。 

 それでは、会議の開催に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。本日は、局長の五道が所

用のため、次長の塩見よりご挨拶させていただきます。 

【次長】  水管理国土保全局次長の塩見でございます。本日は、委員長をはじめといたし

まして、委員の皆様、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして大変ありがとうございます。ま

た、関係省庁の皆様も今日はありがとうございます。前回、１２月の第１回の会議におきま

して、近年の土砂災害をめぐります課題、とりわけ警戒避難の体制をめぐりまして大変多く

の貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。今後も気候変動の影響によりまして

水災害のさらなる激甚化、頻発化というものが懸念されております。 

 こういう中でハード面での対策はもちろんこれからも必要でございますけれども、一方

で、防災・減災、国土強靱化といった取り組みを行いながら、ソフト面での対策、特に地域

におきます避難体制づくり、そして地域住民相互で守り合えるような自助、共助の取り組み

をさらに強化していくということが大変重要な課題であると認識をしてございます。この

ため、この小委員会を含めまして、現在、国土交通省の中でも大変さまざまな専門分野にお

きまして、今、検討が進んでおりますけれども、そういった分野別の取り組みに横串を刺し

まして、国民の視点から見て非常にわかりやすい、そういう対策としていくということも、

こういう専門の皆様方の検討とあわせて重要なことであると考えてございます。 
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 このため、こういった先生方のご議論いただく場と並行して、国土交通省内で総合的な議

論を行いますための本部というものを、大臣をトップとしてこのたび設けさせていただき

まして、この夏までに一定の取りまとめを行うということを目指しているところでござい

ます。こういった点についてもあわせてご報告をさせていただきたいと存じます。本日でご

ざいますけれども、前回、第１回の会議でいただきましたご意見やご質問に対し、補足をさ

せていただきますとともに、前回の議論を踏まえまして短期的な視点で対応するもの、中長

期の視点で対応すべきもの、そういった整理をしていただきながら、本日は特に答申の案、

あるいは土砂法に基づきます基本指針の変更の案、これをもとにしてご議論をいただけれ

ばありがたいと思ってございます。忌憚のないご意見を賜りますことをお願い申し上げま

して、冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局】  委員のご紹介は、時間の都合上、配席図をもってかえさせていただきます。

なお、阪本委員はおくれてご出席の予定です。また、中北委員はご都合によりご欠席です。 

 社会資本整備審議会河川分科会運営規則第４条第１項に基づき、委員総数の３分の１以

上の出席をいただいておりますので、本委員会が成立していることをご報告いたします。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第下に配付資料一覧を記載

しております。なお、資料６は非公表資料とさせていただきますので、メーンテーブルのみ

に配付しています。ご了承ください。不足の資料がございましたら、事務局までお申しつけ

ください。 

 では、議事に入りますのでカメラ撮りは、ここまでとさせていただきます。以降の進行は、

委員長にお願いしたく存じます。 

【委員長】  委員長の○○でございます。よろしくお願いいたします。今日は基本指針の

変更に向けて具体的な議論ができればと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議事に入りたいと思います。まず初めに議事の１、第１回会議の主な意

見等についてということで、事務局よりご説明をお願いいたします。 

【事務局】  砂防計画課砂防計画調整官、●●でございます。説明させていただきます。

まず、資料につきまして１、２と合わせて３まで説明を続けてさせていただきたいと思いま

す。まず、資料１をごらんになっていただければと思います。１回目、委員会の主な意見等

ということで整理をさせていただいております。振り返りをさせていただいております。 

 まず、１つ目でございますけれども、土砂災害警戒区域についてということで意見を整理

させていただきました。まず、１つ目といたしまして警戒基準、警戒区域の基準の見直しが
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行われる。例えば警戒区域外で起こった、非常に緩い斜面でも崩壊が起こったところを踏ま

えてということでありますが、そこを一律に警戒区域に指定してしまうと、居住できる範囲

がなくなってしまうというようなご意見がございました。それを踏まえまして、十分な検証

を行っていきたいと回答をさせていただいたところです。 

 ２つ目といたしまして、やはり今回、警戒区域外で起こったところ、行政だけではその危

険性がなかなか見つからないというところがあるということで、何らかの対応が必要であ

るということで、こういったことに対しては地元市町村からの情報などもしっかり判断材

料に加えるということを検討したいと回答させていただいております。 

 ３つ目でございますけれども、今回も基礎調査の中で、現地調査でどのぐらい実施されて

いたのかということで、基本的に机上スクリーニングした箇所については現地調査を行っ

ているといったことでございました。 

 ４つ目でございますけれども、前回の資料の中で地図精度を上げた場合と基準を満たさ

なかった場合、内訳が整理できていなかったということで、これは後ほど説明させていただ

きます。 

 ５番目から以降につきましては、それぞれ警戒区域に指定できなかった点に関するご意

見をさまざまいただいております。いろいろな過去の実績や湧水などをしっかり見るべき

であるということだとか、次のページでございますが、土石流、地滑り、急傾斜以外の現象

というのも何か考えることはできるのか。気候変動の影響というようなことで雨の降り方

が変わってくる、警戒区域の指定基準を見直しするようなことが必要ではないのかといっ

たこと。さらにそういったメカニズムの議論も必要であるというようなご意見をいただき

ました。これらに関しましては、基本的にはそういったものの可能性を排除することなく、

技術的な検討を別途検討の場を設けて実施していきたいと回答させていただいています。

このことについても後ほど少しご説明をさせていただければと思ってございます。 

 次に土砂災害警戒情報についてでございます。今回、前回どれぐらいの警戒情報が出た市

町村でどのぐらい実際土砂災害が発生していたのかといったところで説明をさせていただ

きましたが、いわゆる重大な、甚大な被害が起こった降雨以外でどのような割合だったのか

といった、いわゆる空振りがどのぐらいあったのかというところも整理してほしいという

ご意見がありましたので、これも後ほどご説明をさせていただければと思ってございます。 

 次のページでございますが、その他のコメントといたしまして、土砂災害の特徴を鑑みて

適切な避難行動というのはどういうものなのかということの検討が必要であるといったこ
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ととか、さらにその一番下のポツになりますけれども、災害発生の時間をしっかり明確に把

握していくことが全体の向上につながるという観点で、収集する方法というのをしっかり

整理していくといいなという点もご指摘を、コメントをいただいているところでございま

す。 

 続きまして資料２でございます。先ほどいただいたご意見に対する回答ということで整

理をさせていただいております。１ページ目を開いていただければと思いますけれども、人

的被害、家屋被害が発生した箇所での災害発生事例というのを改めて整理をさせていただ

きました。警戒区域内なのか、そうでないところで発生したのかといった点での整理でござ

いますが、前回の委員会の時点では、この全体の総数が２０９ということで整理をしており

ましたが、今回、昨年の１２月２７日、ほぼ昨年の災害状況の報告が大体できているという

ようなところでございますけれども、その情報に照らし合わせまして改めて整理をさせて

いただきました。そうしたところ、家屋被害、人的被害があったところは２５９カ所という

ことでございますが、うち土砂災害警戒区域に指定されていた箇所が１４７カ所というこ

とで、全体の５７％ということでございます。 

 そのほか、公表済みと書いておりますのが既に基礎調査を実施していて、それを公表して

いるものが１１％。そのほか基礎調査中だったというところが３％ということでございま

した。その残りが警戒区域に指定をできていない、もしくは指定する準備ができていなかっ

たというようなところでございますけれども、それが合わせまして全体で２９％でござい

ますが、その中でもそのパターン②、パターン③と書いてございますけれども、より詳細な

地形図データを使ったら警戒区域に指定ができる可能性が高いというものと、今の基準で

は指定に及ばないだろうといったところを分けさせていただきましたところ、２０％が詳

細な地形図を使えば抽出できそうだということがわかりました。全体の９％に当たります

２４カ所については、現行の政令基準では指定が難しいかなといったところでの整理にな

ってございます。 

 続きまして２ページ目でございますけれども、これが前回の○○委員からのご指摘をい

ただいた甚大な災害が発生したとき以外の土砂災害警戒情報と土砂災害の発生、非発生の

関係を整理してほしいということの結果でございます。右のほうに２つつけておりますの

が台風１９号とその後の千葉等を中心とした低気圧の大雨でございますが、それぞれ災害

が、実際、土砂災害警戒情報が出たところに対する６５％、７１％といったところでは土砂

災害が発生しなかったという、いわゆる空振りだったということになりますが、それ以外の
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降雨に対する土砂災害警戒情報ということで、昨年の１月からこの台風１９号までの期間

の土砂災害警戒情報を発表された市町村を対象として整理をさせていただきました。ただ

し、昨年は九州地方などで特別警報が出るような大きな雨もございましたので、そのような

ものについては除く、いわゆるそれ以外の大雨ということですが、そういったもので整理を

させていただいたところ、全体の１５％で土砂災害が発生し、残りの８５％では発生しなか

ったというようなことを整理させていただいたところでございます。 

 続きまして３ページ目、４ページ目でございますけれども、先ほどの、前回のいただいた

意見に対しまして別途検討の場を設けて議論していきますというふうに回答させていただ

いたものに対するご報告でございます。こちらのほうにつきましては、別途、気候変動を踏

まえた砂防技術検討会という技術的な検討をする場を別途設けさせていただいております。

こちらのほうについても○○先生に座長になっていただきまして、既に議論を開始させて

いただいたといったところでございます。４ページ目を見ていただきますと、具体的にどの

ようなことを議論しているかということでありますが、気候変動による降雨特性の変化に

より、将来、どのようなものが、どういった土砂移動現象が顕在化するか、頻発するかとい

ったことを地域ごとの土砂移動現象でありますとか、それを踏まえて実際に対策に必要と

なる土砂量等の評価方法をどういうふうに高度化していくのかといったようなことをご議

論いただいているというところでございます。 

 それに当たりましては、台風１９号等の被害の概要といったところで課題になった１,０

００件、台風で１,０００件、土砂災害が発生しましたということでありますとか、宮城県

の丸森町で土砂・洪水氾濫が発生したということ。また、議論になっております群馬県富岡

で発生しました明瞭な地滑り地形がないところで、緩やかな斜面で地滑りが発生した点を

捉えまして、今申し上げましたような今後の気候変動の影響というものについての主題を

３つ挙げさせていただきまして議論をいただいております。具体的には、今年１２月を目途

として検討していただくことにしてございまして、最終的には、そういった調査法、評価法

を整理して、できるものから河川砂防技術基準、いわゆる基準類等に反映をして対策に結び

つけていきたいというようなところで考えているというところでございます。 

 最後、参考情報でございますけれども、よりどういった規模の雨で、その土砂災害警戒情

報が発表されたリスクがどのぐらい高くなっているのかというのをちゃんとしっかり検証

できるように国総研のほうで、この危険度の高まりを今までに対して履歴順位がどの程度

上がっているのかといったものを評価できるようなシステムの整備を今進めておりまして、
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こういったものを踏まえまして各災害の、どういった現象、雨と土砂災害の関係を検証でき

るような体制を構築させていただいているというところでございます。 

 続きまして資料３でございますが、これから後ほど説明させていただきます答申の骨子

でありますとか、その基本指針の変更、素案というようなところに対しましては、一昨年度

の平成３０年７月豪雨を踏まえた今後の土砂災害対策のあり方ということで、実効性のあ

る避難を確保するための土砂対策のあり方というご議論をいただいて、報告書を委員会の

ほうからいただいているところでございますが、この内容についても反映させていただく

ことになりますので、少しその概要についてご説明を申し上げたいと思います。平成３０年

７月豪雨による検証結果ということでございますが、１つ目といたしまして土砂災害警戒

情報ということですが、こちらのほうについては土砂災害警戒情報が実際発表されて、避難

勧告をおおむね発表、発令がされていたと。ただし、それが必ずしも周知されていない、も

しくは切迫性が伝わっていなかったというような課題が挙げられてございます。 

 警戒区域につきましては、２９年度末現在では約９割が完了して指定が８割だというよ

うなことでありましたが、この段階でもやはり指定手続に時間を要している都道府県があ

るということが課題として挙げられていました。また、その死者の９割は、７月豪雨の際は

９割があらかじめ被害のおそれがある場所、公表されていた場所だったということでござ

いますが、残り１割は警戒区域外で発生していたというようなことがそのときも課題とし

て挙げられていたということでございます。また、その警戒区域の中でも土砂災害のおそれ

があることが認識されていないということも課題としてあった。また、警戒区域の中でも相

当程度のリスクの違いがあったということも指摘をいただいているところでございます。

避難行動に関しましては、既に逃げようとした段階では避難場所に到達できない状況にな

っていたということでありますとか、避難の途中で被災をしたというふうに思われる事例

というのも数多くあったといったこともご指摘をいただいておりました。 

 特に人的被害があった区域では、避難場所までの移動経路がそもそも危険であるという

場合もあったということでありますとか、細かいところまで書き込む地区防災計画という

のも策定されていなかったというような点も指摘をいただいているというところでござい

ます。その一方で、地域の中でそういった共助体制というのが構築されて難を逃れた例とい

うのも報告をされているということでございました。さらには、実際に自宅以外の場所へ避

難をしなかった理由として、災害のリスクを正確に理解していないということで避難行動

をとっていない可能性などもご指摘をいただいているというところでございます。また、そ
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れぞれ自治体によっては先進的なよい取り組みをしていただいている例も多数報告されて

いたわけなのですけれども、その取り組みは必ずしも周辺自治体等には伝わっていないと

いうこともご指摘をいただいたところでございます。 

 それを踏まえまして、どういった対策を取り組むべきかということで報告いただいてお

りますのが、土砂災害警戒情報の精度向上というようなところでありますとか、やはり警戒

区域の認知度を向上していくというようなところについてのご指摘をいただいたというよ

うなところでございます。具体的には認知度を高める取り組みとして具体的に現地に看板

を設置するようなことをして、常日ごろからリスクを認識できるような取り組みを実施す

べきであるというような点もご提言いただいたというところでございます。また、レッドゾ

ーンの中にあるような既存の建築物に関しましては、関係機関が連携して処理することに

よる安全の確認、移転など安全対策をとられるように促すべきだというような点もご指摘

をいただいているというところでございます。 

 市町村の防災力の向上の支援体制の構築といったところもご指摘をいただいております。

実際に市町村の防災担当者でありますとか、自主防災組織の防災リーダーの方々に土砂災

害に関する知識をよくご理解いただけるような支援体制を強化すべきであるというような

点。また、そういう先進的な取り組みをしている事例をさらに横展開する、しっかり周辺自

治体等にも伝わるような連絡会などを設置するようなことも実施すべきだというようなこ

と。また、ハザードマップとか土砂災害警戒情報を利用して住民が実際避難行動をとれるよ

うに国や県としても支援体制を強化するというようなことをご指摘いただいたところでご

ざいます。 

 また、さらに地区防災計画に基づく警戒避難体制の構築といったところもご議論いただ

いておりまして、実際に実効性のある避難を確保するために、そういう地区防災計画をしっ

かりつくっていくべきだというような観点から、実際に逃げられなくなったような場合に

対して、次善の策として逃げる場所、避難場所、柔軟性のある計画というのをあらかじめ策

定するというようなことをしっかり取り組んでいくべきだというところをご指摘いただい

ております。また、それを実施していくためには、土砂災害警戒区域の中の相対的な被害の

リスクを評価できるということも重要であって、そういった点の技術的な検討というのも

しっかり進めるべきだといったところをご指摘いただいております。また、情報につきまし

ては、プッシュ型で積極的に伝達できるようにということも検討すべきだということ。さら

には住民一人一人がみずからとるべき行動を確認して、それを地区防災計画に反映できる
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ような取り組みを促進すべきだといった点をご指摘いただいているというところでござい

ます。 

 まずは、事務局からは以上でございます。 

【委員長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの資料１から３につきましてご意見、ご質問がありましたらよろしく

お願いいたします。どこからでも結構ですけれども、質問が出る前に私から質問ですけれど

も、よろしいでしょうか。最初の資料２の１ページのところ、このパターン②のところで、

より詳細な地形データを用いると抽出可能であった可能性があるというのが２割程度あっ

たということですが、これは実際には各都道府県ごとに用いる地形データというのは、今ま

で精度が違うのか、大体、全国的に統一されているのかという点については、いかがでしょ

うか。 

【事務局】  基本的にこの法律が施行された当時からは、空中写真だとか既存の地形図を

用いて抽出しましょうということで運用されている例が多くございまして、そういう観点

では、既存の空中写真から起こした地形図を使っているというところが多かったのだろう

と思っております。ただ、一方で、近年はレーダープロファイラなどを使うという例も徐々

に増えてきているところもございます。使っている都道府県なども出てきておりますので、

一部の都道府県では、新しいこういった技術なども導入しているところもございます。なの

で、全ての県が、地図精度が悪いものだけを使っているというわけではないという状況だと

考えております。 

【委員長】  今回、被災されたところで見ると、そういうこのグラフのような結果なので

すが、これはもしかしたら全国的に言えることなのかもしれないということでよろしいで

しょうか。 

【事務局】  そうですね。そういったところはまだまだ多いと認識はしてございます。 

【委員長】  どうもありがとう。 

 ほかにございますか。○○委員、お願いします。 

【○○委員】  立場上、発議いたしましたので、資料２の発生状況、ありがとうございま

した。特別警報が出ている事例では結構かなり高いというのは最近よく出ていますけれど

も、それを除外して１５％というのはかなり上がってきているということで、今後の議論に

も資する情報、ありがとうございました。 

【委員長】  ほかにございますか。○○委員。 
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【○○委員】  資料３の④の中の指定緊急避難場所への避難が困難になった場合に備え、

土石流が流れてくると予想される区域、急傾斜地等含めて、できるだけ高い場所、それから、

堅牢な建物の上層階などの比較的危険度の低い避難場所を確保するということが書かれて

いるのですが、３０年の災害を経験して、避難所まで行くのに遠いということはほんとうに

起こり得ます。全員が早急に避難することが理想なのですが、それが約３割と考えていいぐ

らいですね。土砂災害警戒区域におられる方でも避難されない方がたくさんおられますの

で、災害が終わった後、その町内から、７０年ぶりに死者が出たということで非常に緊張感

が高まったわけですが、そういったときの要望が、我が町の場合は１４地区に分かれていま

す。 

 それぞれにいろいろな形態があるのですが、いわゆる公民館と思っていただいて結構な

のですが、その中でもやはり２つから３つはイエローゾーンに入った自治会館、いわゆる公

民館なのですが、そこからの要望がやはり移転をさせてもらいたいと。そのときには我々自

治会の力ではどうにもならないので、町の全面的な助力をお願いしたいという意見がかな

り出ております。実際にそれで苦しんでおりますが、建設当時は、今、コミュニティセンタ

ーと言いますけれども、公民館であったり、老人集会所ということで、それぞれ補助金をい

ただいて、かなり前に建っているんですね。今、その補助金が全くない状態なので、これを

どうするかということで非常に悩んでいるのが現状です。ただ、実際問題としてやはり指定

避難所から遠い地区は確かに存在します。この点は、そういった指定避難所以外の１次避難

所について、できればいろいろな補助制度があれば、我々は非常にいろいろな事業を進めや

すくなるということは感じております。１つの町の意見として申し上げさせてもらいまし

た。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 今の件について何かコメントありますでしょうか。 

【事務局】  まさにそういうご要望は、いろいろなところからお聞きするところでもあり

まして、我々としても関係部局、砂防部局だけで何とかなる部分と何とかならない部分、さ

まざまございますので、いろいろなところとそういった問題点を解決できるよう議論を進

めていきたいなというところで考えてございます。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 ほかにございますか。○○委員。 
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【○○委員】  少し議論が戻って申しわけないのですが、資料２の１ページのところで、

パターンの③のところが、これまでの指定基準には該当しないということで、９％なのでそ

んなに多くはないのですが、ただ、無視するのもどうなのかなというのもあって、これは２

４件の１個１個に関して特殊な例として、もうこれ以上は検討しないのか、１個１個、もう

少し原因について検討するのか、その辺、方針をお聞かせいただければと思うのですが。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 では、お答えください。 

【事務局】  まさに先ほど少しご紹介させていただきました、別途技術的な検討をする場

というのがございまして、そのような中での議論がまさに始まっているわけですけれども、

そういったところの中で、こういった分析などもしっかり反映させていけるようにしてい

きたいなと思ってございます。 

 少しだけ補足をさせていただきますと、この２４カ所挙げてございますけれども、基本的

にはやはり特別警報が出たような大雨があったような箇所がほとんどでございまして、そ

うではないところにつきましても若干１カ所ありましたけれども、そういった点が次にど

ういうふうにしていけるのかとか、呼びかけなどにどう使っていけるのかというところは

さらに詰めていきたいなと思ってございます。 

【委員長】  この９％のパターン③というのが少し、これまでのやり方では漏れていると

ころだというところですので、ここについてどういうふうにするかというのがこの委員会

の１つの大きなポイントであろうなとは思いますので、後でまた議論したいと思いますが、

もう一つ、私から質問なのですけれども、資料３でハザードマップとか地区防災計画が重要

だということが記載されていて、まさにそのとおりだと思うのですけれども、現状としては

どういう状況にあるのかということを簡単に教えていただけたらと思います。 

【事務局】  土砂災害防止法に基づきまして警戒区域を指定すると、各市町村のほうで実

際にハザードマップにして住民に周知していただくということになってございます。土砂

災害警戒区域をしっかり地図に落とし込むのはもちろんとして、そこにさらに避難所の場

所だとか、避難ルートだとかというのを入れていただくような形になります。そういった取

り組みをしていただいている市町村の割合が昨年度末で８４％というようなところで今整

理をさせていただいていまして、逆に言うと１６％はまだというようなところになってご

ざいます。 

 まさに今、警戒区域の指定がどんどん進んでおりますので、それを受けて一気にハザード
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マップをつくられる市町村とかもあるとは思うのですけれども、やはり住民にしっかり周

知をしていくという観点からは、そういった市町村の方にしっかり警戒区域をという、ハザ

ードマップに落とし込んでしっかり住民の方にご理解をいただく取り組みを我々としては

引き続き関係部局と協力しながらお願いしていきたいなと思っているところでございます。 

【委員長】  わかりました。どうもありがとうございます。 

 ほかにございますか。本題が次のところですので、もしもまたあれば、また後で質問して

いただくということにしたいと思います。それでは、続きまして（２）の答申骨子（案）、

それから、（３）の土砂災害防止対策基本指針の変更（案）について事務局よりご説明をお

願いいたします。 

【事務局】  では、引き続きご説明申し上げます。資料につきましては、４、５と合わせ

て６を用いてご説明をさせていただきたいと思います。まず、資料４でございますけれども、

これは当小委員会の答申骨子（案）ということで整理をさせていただいております。 

 まず、１ページ目を見ていただければと思いますが、まず構成といたしまして、近年の土

砂災害を踏まえて対応すべき課題ということで書かせていただいております。その中で、そ

の豪雨等の概要といったところをまず示させていただいております。１つ目が一昨年、３０

年７月豪雨ということで、これは特に西日本を中心に２４時間、４８時間、７２時間降水量

が観測１位を記録したといったような特徴等々をまず記載させていただいておりまして、

台風１９号につきましては次のページでございますけれども、その裏返しといいますか、東

日本を中心にこちらのほうについては３時間、６時間、１２時間、２４時間といった、７月

豪雨に比べますと少し短い期間での降水量が観測史上１位の非常に多くの地域で観測した

特徴を書かせていただいてございます。その後の低気圧等による大雨というのにつきまし

ては、さらに短い３時間、６時間といった降水量が観測史上１位を記録するような大雨だっ

たというような点をまず記載させていただいております。 

 被害の概要といたしましては、平成３０年７月豪雨が、年間平均発生件数が大体１,１０

０件という土砂災害でございますが、その２倍を超える２,５８１件という土砂災害を記録

したということで、また、次のページでございますけれども、死者数が１１９人という豪雨

による土砂災害としては平成最大となりましたというところを記載させていただいており

ます。令和元年台風１９号による豪雨でございますけれども、こちらのほうにつきましても

年間平均発生件数に迫る９５２件という土砂災害が発生したということを記載させていた

だいております。低気圧による大雨につきましては、これも１つのこの低気圧等の豪雨で１
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９７件もの土砂災害が発生したという点を書かせていただいているところでございます。 

 次のページが近年発生した土砂災害の特徴ということで記述をさせていただいておりま

す。平成３０年７月豪雨のときの特徴といたしましては、まず、広島、愛媛等、複数の斜面

や渓流から、特に土砂が同時多発的に流出して甚大な人的被害が発生したという点。また、

電気、水道等のライフラインによる被害が発生して、影響が長期間に及んだ点。また、鉄道、

国道等の重要路線が被災して物流に影響が出たという点。さらに中小河川で、河川の下流部

で土砂と洪水が氾濫する、いわゆる土砂・洪水氾濫というものの被害が発生しました点を記

述させていただいております。台風１９号及び低気圧等による土砂災害の特徴ということ

でございますが、こちらについても平成３０年７月豪雨と同様に中小河川で土砂・洪水氾濫

が発生したという点を書かせていただいてございます。 

 その次のページからは、明らかになった課題という点と対策の基本方針、実施すべき対策

ということで記述をさせていただいておりますが、これはそれぞれの対応関係を確認いた

だきながらとしたほうがわかりやすいかと考えまして、別途資料５にそれぞれを表形式で

整理させていただいてございます。ですので、そちらの内容につきましては資料５を用いて

ご説明をさせていただきたいと思ってございます。 

 まず、表の一番上のほうに赤字、青字、緑字ということで、この表の中を色分けさせてい

ただいておりますけれども、赤字で記述しておりますところがこの委員会、前回のこの委員

会で意見をいただいた内容に対応したものと考えてございます。青字につきましては、先ほ

ど概要をご説明させていただきました一昨年、議論いただきました実効性のある避難を確

保するための土砂災害対策検討委員会の提言を踏まえた内容ということになってございま

す。緑字につきましては、また今、同時並行的に省内でもさまざまな議論がなされてござい

ますので、それに関連する内容ということで一部記述をさせていただいているところでご

ざいます。 

 それでは、具体的に内容に入ってまいりたいと思いますが、まず１つ目、表の上に（１）

と書いてございますが、ここにまとめさせていただきましたのが基礎調査及び土砂災害警

戒区域等の指定等ということで整理をさせていただいております。まず、表の一番左端でご

ざいますが、こちらのほうに明らかになった課題ということを記述させていただいてござ

います。まず、①といたしまして、やはりこちらのほうで基礎調査、現在、９４％完了とい

うことでございますが、引き続き指定の手続に時間を要している県があるということ。また、

死者の半数は警戒避難体制の整備が義務づけられている警戒区域内で発生したということ
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で、今回の災害を受けてのことで記述させていただいておりますが、その一方では、警戒区

域に指定されていない箇所においても被害が発生したという点を書かせていただいており

ます。 

 その具体的な分類につきましては、既に説明させていただいているような基礎調査中で

あって警戒区域の指定に至っていなかったものというのがあった。基礎調査の段階で地形

図の判読では箇所を把握することが難しかった。より詳細な地形データの活用により抽出

できる可能性があるものがあった点を書かせていただいております。 

 次のページを見ていただきまして⑥でございますけれども、もう一つの理由といたしま

して、警戒区域の指定基準に該当しないといったところで発生している件数もあったとい

うことです。さらに⑦といたしまして、警戒区域の中でも土砂災害のおそれがあることが認

識されていない場合があったというところを書かせていただいております。⑧といたしま

して、警戒区域の中でも相当程度の被害に違いがあったという点を挙げさせていただきま

した。それを受けまして真ん中の列ですけれども、対策の基本方針ということで書かせてい

ただいておりますが、まずは②といったところで、まず現在進めている警戒区域の指定とい

うのを早期に完了するように努力すべきであるという点を挙げさせていただいております。 

 さらに、その警戒区域外で発生したということを受けまして、⑤ということで書かせてい

ただいておりますのが、しっかり基礎調査の地形図判読が難しかったという点を受けまし

て、詳細な地形データの活用ということで可能性があるということがわかったという点。そ

ういったデータを使って抽出に努めることが必要であるということを書かせていただいて

おります。また、地形図判読のみでは抽出できない場合もあるということで、これらは地域

住民等から市町村を通じて情報提供されるものを活用して抽出していくことが望ましいと

いった点を書かせていただいてございます。 

 また次のページに行っていただきまして、警戒区域の指定基準に該当しない箇所での土

砂災害が発生していることに鑑みまして、しっかり引き続き技術基準の調査・分析を通じて

検証を行って、技術基準の改善に努めていくことが必要だという点を挙げさせていただい

ております。また、自宅が土砂災害警戒区域に含まれていることを正しく認識していたのが

２割程度だったということを踏まえまして、しっかり住民に土砂災害の危険性に関する周

知・啓発に係る取り組みのさらなる徹底が不可欠であるという点を挙げさせていただいて

おります。④といたしまして、実際に特別警戒区域にある既存の建築物と関係機関が連携し

て所有者による補強・移転等必要な安全対策を促すべきだということを書かせていただき
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ました。 

 それを踏まえまして具体的に実施すべき対策といたしまして、まず表の一番上、④という

ところでございますけれども、基礎調査が完了して指定手続中の箇所で人命が失われたこ

とを重く受けとめて、都道府県に対して区域の早期指定を促すべきだという点、こういった

ものは具体的に指針の中にも書き込んでいこうということで挙げさせていただいておりま

す。 

 その次、下の段でございますけれども、実際にこの法律が制定後、技術向上も踏まえた対

応が必要だという点、このために地形図を用いて調査を行っている場合には、２巡目以降も

しっかり高精度の地形図を用いて引き続き危険な箇所の抽出を行っていくべきだという点。

これも指針の中に書き込んでいこうということで整理をさせていただきました。また、基礎

調査終了後、２巡目以降の基礎調査を実施する場合でも、箇所抽出を行うべきであるため、

土砂災害基本指針にしっかりこの旨を明示して、都道府県に対して区域指定の精度向上を

促すべきだという点も書かせていただこうということで整理しております。 

 次にその地形情報のみならず、住民、市町村からの現地の情報に詳しい者からの地滑りの

兆候でありますとか、過去の土砂災害に関する情報なども参考にすべきだという点も書い

ているということで書かせていただいております。 

 次のページでございますけれども、気候変動による豪雨の増加傾向が顕在化する中で土

砂災害にも変化をもたらす可能性があるということから、過去の土砂災害から得られた知

見に基づいて推定された警戒区域の指定基準について都道府県から報告される災害情報、

引き続きしっかり調査・分析をして科学的な知見の蓄積に努めていくということ。さらに指

定基準の技術的な改良にも努めていくといった点も基本指針の中に書いていくということ

で挙げさせていただいております。さらに、警戒区域等の認知度が低いということに対しま

しては、地区において実効性のある防災計画を検討する前提となる土砂災害警戒区域の認

知度を向上させる取り組みをなお一層進めるべきだといったことを挙げさせていただいて

おります。 

 さらに、この際、住民に対して土砂災害の危険に関する説明と啓発を行うことにより理解

を促すということと、あわせまして警戒区域等を明示する標識等を現地に設置するなど住

民が日ごろから土砂災害の危険度を理解し、意識をできる取り組みを行うべきだというこ

とを書かせていただいております。さらに、周知・啓発とあわせて特別警戒区域にある建築

物、これも先ほどの繰り返しになりますけれども、補強・移転等の必要な安全対策を促すべ
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きだということを書かせていただこうというふうに整理をさせていただきました。 

 続きまして３ページ目でございます。これが土砂災害警戒情報ということでございます

けれども、明らかになった課題ということで、まず一番左の段でございますけれども、死者

のあった箇所では、その全てにおいて土砂災害警戒情報が発生されて、避難勧告もおおむね

発令されていたが、必ずしも認知されていない、もしくは切迫性が伝わらなかったという点。

さらに、発表から発災までの時間、これ、リードタイムが短い場合とか、長い間及んだ場合

に避難勧告を発令できていない市町村があったという点。リードタイムが長かったケース

では、深夜・未明における避難所までの避難時に遭難するリスクを回避するために、あえて

避難勧告の発令を避けて警戒区域に絞っての自主避難の呼びかけに切りかえた事例なども

あったという点を挙げさせていただいております。 

 それに対する基本的な方針といたしましては、発災前に土砂災害警戒情報が発表され、そ

の７割で避難勧告が発災前に発表されていたということ。また、令和元年に発生した土砂災

害においてもほぼ同様な結果であったという点。死者を出した箇所に係る全ての市町にお

いて発災前に土砂災害警戒情報が発表され、その８割で避難勧告が発表されていたという

こと。また、土砂災害警戒情報は死者が発生した箇所で事前に発表されていたものの、発表

から実際に発災するまでの時間が非常に長くて、その間で危険度の高まりを示せていない

というような結果、箇所で人的被害が発生する事例があったという、リスク情報の改善、工

夫が望まれるところであるという点をまず書かせていただいております。 

 これを踏まえまして実施すべき対策といたしましては、引き続き土砂災害警戒情報の発

表については、都道府県がこれまでも新たな降雨データや土砂災害のデータに基づいて見

直しを行ってきたところではありますけれども、情報の精度向上をさせるために引き続き

不断の検証に努めて、定期的に見直し、検討を行うとともに市町村に対してもその情報を提

供すべきだという点を指針の中に書き込んでいきたいなと考えてございます。また、市町村

や住民に提供している土砂災害警戒情報、それだけではなくて補足する情報、危険度を時系

列的に表示して切迫度がわかるような推移、危険度の推移が把握できるように改善すべき

だといった点も指示の中に書き込んでいきたいなと考えてございます。 

 さらに、市町村が避難勧告等を発令する際に判断を支援するために、補足情報、補足する

ための情報発信を行うシステムというのは、ただメッシュごとに１キロメッシュとか、５キ

ロメッシュだとかという矩形だけではなくて、市町村の避難勧告発令単位、これは例えば学

区単位だとか、区単位だとかという、それぞれ町の考え方があると思いますけれども、その
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ような単位でしっかり情報を自動的に提供できるようなシステムなども整備すべきといっ

た点も指針に書き込んでいきたいなと考えてございます。土砂災害警戒区域内の住民に、ま

たその情報がしっかり確実に伝わるようにプッシュ型の情報発信を積極的に導入すべきだ

ということも書かせていただこうと考えてございます。さらに、防災情報を適切なリードタ

イムを確保して、市町村に防災対応に活用していただけるようにするために引き続き土砂

災害警戒情報の発表基準の改善などもしっかり取り組むべきだということも書かせていた

だきたいなと思ってございます。 

 続きまして次の４ページ目でございますけれども、警戒避難体制の構築という点で整理

をさせていただいております。まず、明らかになった課題ということで一番左の段でござい

ますけれども、避難しようとした際には既に周辺の状況が危険になっていて、避難場所には

到達できない場合、車中での死亡例など避難途中で被災したと思われる事例が多くあった

と推定されるという点。地域における共助により避難が行われ、難を逃れた事例があった一

方で、人的被害のあった地区では避難場所までの移動経路等が危険な状況があるというこ

ともあったという点。さらに、立ち退き避難をしなかった理由といたしまして、自宅の土砂

災害の危険性が低いと思っていたというようなリスクを理解していないということによっ

て避難行動をとっていない可能性があるという点。さらには、先進的な取り組みを行ってい

る自治体の具体的なその内容が、熱心なところがある一方で、それが近隣の自治体まで、地

公体にまでは広がっていないという点。次のページ、最後でございますけれども、土砂災害

警戒区域内でも相当程度の被害の違いがあったところを挙げさせていただいております。 

 それに対して基本方針ということでございますが、まずは避難しやすい位置に緊急に避

難できる場所を新たに創出することも含めて、これを事前に確保することとか、それまでの

経路、危険性の軽減、そこまでの経路の危険性を軽減できるような対策などの検討が必要に

なってくるだろうという点。また、近年の土砂災害において自治会単位で避難に関する計画

づくりや災害時の要配慮者支援等の役割分担の明確化、訓練等を事前に実施していくこと

で功を奏した事例があった。例えば自治会個々の世帯の状況まで細分化して検討すること

が可能な地区を対象としたほうが有効であるということを挙げさせていただいております。

次のページでございますけれども、立ち退き避難が困難になった際にも備えて、土砂災害警

戒区域内の危険度の比較的低い場所への避難を支援するために、どういった場所がその警

戒区域の中でも相対的にリスクが低いのか高いのかという点を評価できる手法についても

検討する必要があるということを挙げさせていただいております。 
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 具体的に実施すべき対策といたしましては、実際に指定避難所、緊急避難場所へ避難が困

難になった場合に備えて、土石流が流れてくると予想される区域や急傾斜地からできるだ

け離れた場所やできるだけ高い場所に堅牢な建物や上層階など比較的危険度の低い避難場

所を確保すること等、次善の策として避難路・避難場所も考えた柔軟性のある計画とすべき

だという点。さらに、その地区防災計画の作成や住民みずからによるハザードマップ作成を

通じた比較的危険度の低い避難場所の確保等、支援するために土砂災害警戒区域内の相対

的な被害のリスク評価の検討をすべきだという点をしっかり取り組むべき事項として挙げ

させていただいてございます。 

 土砂災害に備えた避難計画を準備していた地区において、円滑な避難がなされていたこ

とに鑑みまして、要配慮者への対応も含め、地区の住民みずからが個人の実情を踏まえた上

でハザードマップや地区防災計画の作成、見直しを通じて警戒避難体制の強化を図り、実効

性のある避難を確保すべきという点につきましては、指針の中に記載していきたいという

ことで整理をさせていただきました。 

 また、土砂災害警戒区域の指定の進捗を踏まえてハザードマップの改定を推進すべきと

いう点、さらにハザードマップの作成に関して市町村を支援するために、土砂災害に関する

専門家の知見も活用すべきだという点、このため、手引きの整備など専門家の活用というの

をしっかりしていく支援もしていくべきだということを指針に記載をするということで整

理をさせていただきました。 

 最後のページでございますけれども、土砂災害警戒区域等において砂防堰堤等の土砂災

害防止対策施設が整備された箇所においては、被害を防止・軽減できたということにも鑑み

まして、対策施設の整備が土砂災害のリスクをどの程度低減できているのか、それの評価手

法というのもあわせてしっかり検討していくべきだということの今後の取り組むべき事項

ということで挙げさせていただいております。最後ですけれども、警戒避難体制の強化や土

砂災害の予測技術の向上のためにも引き続き土砂災害の発生情報を迅速に把握できる技術

というのもあわせて開発を進めていくべきだという点を挙げさせていただいてございます。 

 骨子（案）につきましては、概要は以上でございますけれども、それを踏まえまして基本

指針の変更案というのを資料６に整理をさせていただいております。現行指針、現行の基本

指針が一番左側、真ん中の列が現時点の事務局で整理をさせていただいている変更素案と

いうことで挙げさせていただいております。さらに一番右の列には、先ほどご説明いたしま

した答申の素案との対応関係がわかるように記述をさせていただいております。こちらに
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つきましては、今現在の事務局の素案ということでございますので、今回、参考まで配付は

させていただいておりますけれども、まずは骨子、答申の骨子（案）のほうをご議論いただ

きまして、またその結果を踏まえまして事務局として基本指針の変更（案）については、ま

た整理をさせていただいて改めてご議論いただければと考えてございます。 

 説明は以上です。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 先ほどの説明がありましたように、資料６が基本指針の変更（案）ということで最終的に

これを議論することになるのですが、ここの変更内容につきましては、資料５の内容が入っ

てくるわけですが、今日は特に資料５について議論をして、５で議論した結果が資料６のよ

うな形で反映されるということで、参考的に見ていただくということで、次の委員会の前ま

でに資料、今日の議論を踏まえて資料６の資料をいただいて、それを次回の委員会までに少

し前もって読んでおくというようなことでよろしいでしょうか。 

 ということで、早速、資料５の内容につきましてご意見、ご質問をいただきたいと思いま

すが、見方としては、左の列が明らかに課題が書いてあって、対策の基本方針で、これから

どういうことをすべきか、基本方針に盛り込むことについて右側の欄に書いてあるという

ところで、横に見ていただくといいのかなと思います。課題につきましては、３つの点、（１）

が基礎調査及び土砂災害警戒区域等の指定、（２）が土砂災害警戒情報について、（３）が警

戒避難体制の構築ということで課題が幾つか書いてありますので、どこからでも結構です

ので委員の方からご意見をお願いしたい。いかがでしょうか。○○委員、よろしくお願いし

ます。 

【○○委員】  これは私もわからんのですが、いわゆる災害が起こってから小中学校は熱

心に防災教育に取り組んで、実際に自分たちの住んでいる家まで、学校までとか、災害が、

警戒情報が出たときの避難場所までの経路とか、子供たちは今熱心に取り組んでおります。

小学校４校、中学校２校ありますが、それぞれが活発にやっておりますが、この将来的に考

えたときに、今の大人を教育することも大事なのですが、いろいろなこの自主避難とか、こ

れは当然やっているのですが、やはり子供たちからの、小学校の段階からのはっきりした意

識づけ、これが将来の早い避難行動につながるのではないかと思っておりますが、これは国

土交通省の委員会ですから、そういった、学校教育と言うと文部省になるのでしょうが、そ

ういった意味でやはり小さいときからそういう教育を子供たちに教えていくということは

盛り込めないんですかね。そこら辺が組織的によくわからないのですが。 
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【委員長】  防災教育的なことについて、こういった指針に盛り込むことができるかとい

うご質問だと思うのですが、いかがでしょうか。 

【事務局】  ありがとうございます。実は一昨年の災害を踏まえまして、国交省と、まさ

に学校教育を担当されている文部科学省の共同で各都道府県に通知をさせていただいてお

りまして、しっかり学校教育の場でもそういった防災教育に取り組んでいただきたいとい

うことのお願いをしているところでございます。実際に机上に配付させていただいている

資料に、前回のご説明資料を今も配付させていただいているのですが、それの３２ページ目

の上の段に防災教育の促進――前回の資料を一応、机上には配付させていただいておりま

すので。 

 それの３２ページ目のところに若干そのことにも触れさせていただいているのですけれ

ども、国交省としてもさまざまなこの防災教育のツールなどもつくらせていただいていま

して、このカードゲームみたいなものをつくったりとかしておりまして、そういったものを

積極的にご活用いただいて、各教育現場でもそういった防災教育を進めていただきたいと

いうような取り組みはさせていただいております。まさに委員ご指摘のとおり、子供たちに

しっかり学んでいただくことは非常に重要なことかなと思っておりますので、引き続き文

部科学省等、他省庁とも連携して取り組みを進めていきたいなと考えているところでござ

います。また、そういったところについても何か工夫をして何らかの書き込みができればと

思っております。 

【○○委員】  委員長、いいですか。 

【委員長】  はい。どうぞ。 

【○○委員】  ３０年の７月豪雨災害のときも実を言うと犠牲者１２名なのですが、あと

２カ所の土砂崩れが起こりまして、そのときに大人は逃げませんでしたが、孫がおじいちゃ

ん、おばあちゃんの家に行って、早く逃げてくれといったところが少なくとも２カ所はあっ

た。その後、崩れました。土砂災害が発生しました。そういった意味でも、小さい子供たち、

そういった防災について意識を持つことは非常に重要だと考えておりますので、今後も力

を入れていっていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 もしもそういうことを入れるとしたら、この資料６で言うと、どういうところに。例えば

ハザードマップの周知とか、何かそういうようなところに入ってくることができるかもし
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れないということでしょうか。 

【事務局】  はい。まさにそういった点に、そういった情報を追加して書き込んでいくこ

とかなと思っております。 

【委員長】  はい。 

【事務局】  今の、一応、９ページ目をごらんになっていただきますと……。 

【○○委員】  どの資料。 

【事務局】  済みません。この資料６の９ページ目の中段ぐらいのところに既に一応、「ハ

ザードマップを防災訓練や学校などでの防災教育に活用し」という点で、今も一部書かせて

いただいておりますけれども、より何らかの工夫を、さらに追加事項がありましたら、今の

ご意見を踏まえまして記述を追加するなり、考えてまいりたいと思っております。 

【委員長】  よろしく検討してください。 

 それでは、ほかにございますか。では、○○委員、お願いします。 

【○○委員】  資料５の２ページ目の⑦のところですけれども、土砂災害警戒区域の中で

も土砂災害のおそれがあることが認知されていない場合があったという話で、横で正しく

認識していたのが約２割だったということが書かれていますが、先ほどこの前の説明のと

ころで、市町村のハザードマップの整備されていないところが１６％ぐらいまだあるとい

うお話だったのですけれども、このハザードマップの整備されている、されていないという

のとここの認識の度合いの違いというのは、そこがかなり因果関係があるのかなと思った

のですけれども、そういう意味ではここのところにハザードマップをよりきっちり整備す

るということも書いておくべきなのかなという気がしました。ただ、ハザードマップの話が

（３）の警戒避難体制の構築のところにもかかわってくるので、両方にまたがってはいるの

ですが、うまいこと整理して書いておく必要はあるのかなと考えております。 

【委員長】  ありがとう。ハザードマップについて、もう少し強調というか、重要性がよ

くわかるような指針に変更してはどうかというようなご意見だと思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

【事務局】  ご意見のとおりかと思いますので、記述をまた考えさせていただきたいと思

います。 

【委員長】  多分、ハザードマップを見て皆さん、それでいろいろ学ばれたとしたら、そ

こが危険だという認識もされるので、この２割という数値もかなり改善されるのかなとい

う気もしますので、よろしく検討してください。 
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【事務局】  はい。 

【委員長】  ほかに。○○委員。 

【○○委員】  社会科系から見るとやっぱり、自然現象のリスクコミュニケーションって

難しいところがあります。今、ハザードマップの確認率は、大体２５％ぐらいという感じで

す。周知の努力が必要なので、今ここに記載があるようなハザードマップや地区防災計画を

通じて警戒をというのが多分正しい数字な気がするんですね。いずれにせよ、私のような者

から見るとハザードマップを見ない限り、土砂災害の危険性は全くわからないので、それは

とても重要だという意味ではベースにあっていいのかなということ、２段重ねなのだろう

という気がしました。 

 あと、１つ、これは関係ないことで別のことでも。 

【委員長】  どうぞ、お願いします。 

【○○委員】  幾つかあるうちの１つ目で、今日、お示しいただいた図表の特に先ほどか

ら議論になっていた警戒区域の指定内だったとか、公表のプロセスの途中だったとかとい

う基本的図表というのは何らかの形で添付されるのでしょうか。ここでは、もっと具体的に

言うと、答申案の中に、例えば現状の微地形にしたとしても指定が難しいのも１割未満残っ

ていたというような表現というのが、記載する必要があるのか、それは図表を見ればわかる

のか。趣旨は、やっぱり半分が警戒区域外だったという数字がひとり歩きしてしまっている

ので、そこを正確にきちんと書いたほうが世の中のハザードマップに対する不信に対して

きちんと説明することができるのかなと思うというのが。 

【委員長】  いかがでしょうか。 

【事務局】  基本的に答申の中に図表をつけるということは、今のところ想定はしており

ませんでしたので、基本的にはしっかり、今、委員ご指摘のように文章として書き込んでい

くように考えたいと思っております。 

【委員長】  よろしいですか。 

【○○委員】  はい。 

【委員長】  それでは、ほかに。○○委員、お願いします。 

【○○委員】  ２点ありまして、１点目ですが、資料５の２ページ目の一番右側の実施す

べき対策の⑥に土砂災害警戒区域などを明示する標識などを現地に設置する、これは大変

良い取り組みだと思うのですが、先日、小学生と一緒に町歩きをしていたところ、急傾斜地

崩壊危険区域など、意味がわからない、漢字が読めないという意見がありました。ぜひ表示
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をするときは、わかりやすい言葉で設置していただければと思います。 

 それから２点目が４ページで、先ほど○○委員から話もありました地区防災計画ですが、

やはり地域の人だけでは、その危険度を客観的に評価できない。この背景には、ハザードマ

ップを見ただけではリスク評価が難しいという課題もあると思います。ですので、専門家の

意見を聞く窓口を設けていただく、専門家を派遣してもらう仕組みをつくるなど、専門的な

見解を含める、そういうフェーズや仕組みをつくっていただくとより実効性があるものに

なるのではないかと思います。 

 以上です。 

【委員長】  どうもありがとうございます。 

 １つは、表示が難しいということで、１つは読めないということと、読めても内容がわか

らないかもしれないので、子供から老人までわかるような取り組みが必要かなという意見

と、もう一つは、４ページに専門家の活用を支援すべきというようなことですが、もう少し

具体的に何か言えないのかなというご意見だったと思いますが、いかがでしょうか。 

【事務局】  まず、専門家の方の話につきましては、それこそ一昨年の７月豪雨のときか

らもそういった議論がなされていまして、今、それこそ関係省庁、連携して、それぞれ例え

ば土砂災害分野のこういった専門家の方にお話を聞けますよというような情報の提供をす

る取り組みなどは始めさせていただいているところです。そちらのほうをどう充実させて

いくかにつきましては、また関係省庁、特に内閣府防災のほうの議論の中も、そういった点

もこれから議論していただくようになっていくのかなと思っていますので、そういうとこ

ろと歩調を合わせながら、しっかり対応していくようにしたいなと思っておりますし、それ

の関連でこの中に書き込むべきことについてもまた整理をさせていただきたいなと思って

おります。 

【委員長】  それでよろしいですか。 

【○○委員】  はい。 

【委員長】  ほかにございますか。○○委員。 

【○○委員】  関連して１点と関連せず１点。今、○○委員がおっしゃった点は、ぜひこ

のソフトを引っ張ってきた土砂の世界で、やはり１個きちんと書いていただくようにぜひ。

具体的に特に１４番にハザードマップや地区防災計画の作成、見直しを通じてというとこ

ろが、警戒避難体制の評価を図りというところがありますが、そこの辺に「専門的助言の仕

組みを構築することもあわせて」とか、何かその辺を入れていただくといいのかなという気
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がいたしました。これはぜひご検討いただければと思います。他の災害との関係もあって若

干出入りはあるかもしれませんが、ご検討いただきたいと思います。 

 それからあと関連して、⑨というところがあって。 

【委員長】  資料５ですか。 

【○○委員】  資料５ですと３ページ目です。書いていただいて大変ありがたいですけれ

ども、昨年レベル化を主張した立場としては、もう少し踏み込んで記載をいただけないのか

なという気がいたしました。単なる情報の精度、これはとても大事なことなのですけれども、

やはり１つの防災情報というものが対応行動とひもづけながら５段階にレベル化されてい

たわけです。その中で、その精度の向上ともう一つはやはりレベル化の趣旨とより合うとい

うようなことを少し踏み込んだ記載が可能かどうかご検討いただきたいなと思いました。

具体的には「情報の精度並びにレベル化の趣旨をより進めるような」とか、そんなような表

現が可能かどうかということです。趣旨、心は、先回少し申し上げました災害発生情報とい

うのを土砂でもチャレンジしていただければなという、これは技術的にも価値があると思

うしということです。 

 それからあと、１５％まで上がっているので若干安心はしてきたのですが、レベル４なの

か、レベル３なのかという、若干まだ迷いもあって、その辺を少し検討いただきたいという

のが心で、表現はそれぐらいのことなのかなと思っているということです。 

 あともう１点は、これは先回申し上げさせていただいたこととも絡むのですが、どこに入

れるのか、あるいはこんなことは可能なのかどうか、技術的に可能なのかどうかもわからな

いのでジャストアイディアというところなのですが、いろいろな砂防の堰堤なりダムがあ

って、物によってはなかなか難しそうな気がするのですが、例えばスリットダムみたいなタ

イプだと、そこに物がたまってきているとか、ある程度わかる可能性があって、それをうま

く情報発信できないだろうか。これはまだ課題の部分で、さっきのハザードマップで言えば、

９％の話に近いのですけれども、この辺があると、その下にある集落としてはかなり緊迫感

が増すだろうし、砂防ダムの効果というのでしょうか、それもより一層社会に伝わっていく

という意味で、ある意味いろいろな意味でいい効果を持っているような気がします。全ての

ものができるという保証はないのですけれども、少しでも可能であるならばご検討いただ

きたい。それに関してここで技術的部分が大きいと思うので、文言ベースまでは提案しない

で申し上げたいと思っています。 

 以上です。 
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【委員長】  ありがとうございます。 

 ２つ目につきましては、何かいわゆるモニタリング、土砂移動現象のモニタリングを災害

情報に使えないのかということだと思うのですが、流砂観測等もいろいろなところでやっ

ていますし、例えば砂防ダムの土砂の堆積についても、以前モニタリングしようと、現在も

しようとされているのかもしれませんが、ありましたので、そういうようなものがこういう

警戒情報には使えるのではないかなというところはあると思うんですね。そういうところ

も少し文言として入ることができるのかなということだと思います。それから、レベル、避

難行動との関係についても何か記載できないのかなというご意見だったと思いますが、何

か現時点でコメントがありましたら。 

【事務局】  まず、レベル化との関係、その趣旨みたいなものについては確かに実際、そ

ういう運用をしていますので、そこについては何らかまた関係省庁とも調整しながら書き

込む工夫をしていきたいなと思っております。 

 土砂災害の発生情報についても、先ほどの中のご説明で少し話させていただきましたが、

非常に技術的な、警戒情報の技術的な改善だとかにも直結するものですので、何らか取り組

みを進めていくべきだとは考えてございます。ただ、全てを網羅的にキャッチするという方

法について、かなり技術的にクリアする部分が多いのも間違いないかなと思っておりまし

て、そういった例も踏まえましてしっかり検討も進めていくというようなことを書き込む

ということも１つアイディアかなと思いました。 

 もう一つの、先ほど砂防堰堤の土砂の堆積状況で切迫度が伝わるというのも、ご指摘の点

というのはそうかなとは思うところも非常にありますので、こちらについてもまた技術的

な課題をどう克服していくかという点も含めて引き続き検討していきたいなと思ってござ

います。 

【委員長】  警戒情報だけに頼らずに多様な方法でそういう警戒情報をつくるという意

味合いで、そういう研究とか技術開発というのは必要だと思いますので、またそういうこと

も何か検討して織り込んでいただけたらなとは思います。 

 ほかにございますか。では、○○委員、お願いします。 

【○○委員】  ３ページ目の明らかになった課題の⑩のところですけれども、リードタイ

ムの問題ですが、ここの記述がよくわからなかったのが、リードタイムが長かったケースで

は、あえて避難の呼びかけを、時間をおくらせたという記述があるのですが、リードタイム

というのが、土砂災害警戒情報発表の後から実際に発災までの時間で、後になれば、それが
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長かったというのはわかると思うのですけれども、それが現場の判断でいつ災害が起きた

かというのはわかっていないわけで、なので、これは長いからもう少し発表を後でいいだろ

うみたいなふうに考えたというような感じの記述に読めるのですが、ここの意図がよくわ

からなかったです。この感じだと、もう少し明確に書いておいていただければいいかなと思

ったのと、あとそれに対する一番右の実施すべき対策のところで、「適切なリードタイムを

確保し」と少し漠然と書かれているのですが、適切なリードタイムというのは何時間ぐらい

のものを想定しているのか、そこが少し曖昧かなという気がしました。 

【委員長】  質問と、具体的にどれぐらいのリードタイムなのかなというご質問だったと

思います。いかがでしょうか。 

【事務局】  確かにそういう意味では不明瞭な書き方になってあるので、改めたいなと思

っております。基本的にリードタイム、委員がおっしゃるとおり、起きてみないとリードタ

イムというのはわからないので、ある意味、逆算的になってしまうのですけれども、ここで

取り上げていたというか、問題意識として上がっていたのは、土砂災害警戒情報自体が発表

されてから相当程度、１０時間、１２時間たっても何も起きなくて、その後にまた起こった

というようなケースのことを想定、対象として書いてございます。なので、具体的に言うと、

その地理的な危険度の高まりの分布であるというのと、さらにはある意味、閾値を超えた後

にどこまで高くなっているのか両方がわからないというのと２つあるのですけれども、そ

ういった点をもう少し明確に書けるようにしたいなと思いました。 

 さらに、適切なリードタイムがどのぐらい必要なのかという点は非常に難しい問題であ

りまして、例えば土砂災害が発生する、想定される時間帯がいつごろかというのがあるので

すけれども、その前に別な現象で、例えばもう雨が強過ぎて逃げられないとか、土砂災害は

起こっていないのだけれども、浸水が始まっているだとか、さまざま複合的な要因もあるの

で、なかなか一概には言えないかなといったところはあるのですけれども、例えば夜になっ

てから高まるというようなことがわかっているのだったら、何らか幾らか早目に情報を出

せないかとか、今もそういう警報級の雨になりそうですよというのは気象庁さんから前触

れ的に出す取り組みは進めていただいたりするのですけれども、そういったものをいかに

早く活用していくかみたいなところも踏まえて、少し関係部局とも調整しながら、もう少し

踏み込んだ書き方ができないか検討させていただきたいと思います。 

【○○委員】  なかなかリードタイムの扱いというのは難しいのかなという気がして、結

局、今、２時間先までの予測雨量でやっているので、短過ぎるというのであれば予測精度を
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上げて、もう少し前、４時間ぐらいの予測を使うとか、そういう話になるのかなと思います

し、長くなるというのは、それはＣＬを超えた後に今まで何年も、何十年も崩れていない斜

面に対しては、どこまで雨が増えれば崩れるかというのは、予想は難しいわけなので、長く

なるのは仕方が無いのかなという気は少ししています。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 リードタイムの問題というのはいろいろあると思うのですけれども、例えばリードタイ

ムが全然とれないような、急激に強い雨が降るみたいな場合などは、特にどうするのかなと

いうのはあると思うんですね。避難をどうすればいいのか。また、現象によっても例えば紀

伊半島大水害のように深層崩壊がいっぱい起こるようなときには、やはり遠くに逃げない

と危険ですよね。そういうときはリードタイムが長くないとできないので、先ほど○○委員

から、今は１時間、２時間後の降雨予測でやっていますけれども、もう少し長い時間の予測

結果を使って警報を出す必要があるという場合もあるし、もう少しリードタイムについて

検討するということですけれども、いろいろな現象だとか雨の降り方だとか、そのときにリ

ードタイムの時間に、例えば洪水氾濫が起こっているとか、複合的な要素とか、いろいろな

ことがありますので、そういうことを検討しながら少し考えていただきたいなと思います

が、いかがですか。何か関連して。 

【○○委員】  補足で言わせていただくと、まさに今、委員長がおっしゃったように、土

砂の場合って結構複雑なのでなかなか一概に言えないところはあるのですが、１つの関連

するデータとしては、洪水氾濫の場合は割とシンプルと言えばシンプルなのですが、避難を

しようと決めてから避難開始までは１時間半ぐらいかかる。そういう面では、実際の住民の

避難行動というのが瞬時に切りかわるものではないというので、今も氾濫危険水位の設定

等も大体２時間ぐらいというのを背景にされていらっしゃるというのが、２つぐらいのデ

ータがあるというのもありました。 

 あともう一つ、これはここの議題と離れて、より長期の話だと思うのですが、夜の避難と

いうのが、危ないというのがほんとうなのかなと。雨が降っていることで、昼だろうと、夜

だろうと道路の区別がつかなくて落ちるとかってあり得ると思うのですが、若干の距離を

移動しようとすると車を使うので、ほとんどそれは雨に依存してしまうような気がするん

ですよね。そういう面では、この辺がどの程度の妥当性を持つのか、それとも一種の避難勧

告にかかわる神話の１つなのか、少しそこは慎重に議論は必要な気がいたしました。 

【委員長】  ありがとうございます。 
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 関連して何かほかにも。どうぞ。 

【○○委員】  我々、実際に避難情報、避難勧告等を発令するわけですが、正直なところ、

夜の発令はやはり怖いです。というのが、周りの状況が見えませんので、例えば水路１つと

っても、水路が増水して人が流れる可能性がある。崖崩れが起こりやすいところは、夜の風

景と昼間の風景が全く違いますので、これらも総合的に考えると、どうしても夜の避難勧告

は避ける傾向にあります。 

 問題は、いつも悩むのは、はっきり申し上げて夜中の２時、３時に大雨が予想されるとき

に、現在は降っていない状況です。これは台風の通過によって、そういう予想が立てられる

のですが、この予想が往々にして外れるわけです。だから、そのときに災害対策会議を開い

て、恐らく明るいうちですから、夕方の５時から７時の間ぐらいまでに決定することになる

のですが、非常に躊躇いたします。これが増えると空振りは恐れないということになってい

ますが、だんだん慣れてきて、オオカミ少年ですが、だんだん空振りを恐れるなということ

はわかっているのですが、やはり住民にそこまで理解がされていませんので、やはり夜中の

雨というのが、判断が一番厳しいです。 

 ずっと降っていれば、夜中に雨量が上がりますよというのならすぐ出しますが、いわゆる

実効雨量というんですか、今までたまった雨量を考えながら、うちは大体１００を目安にし

ているのですが、今、小雨でも１００たまっている状態なら、間違いなく避難勧告が出せる

のですが、この実効雨量が８０以下とか、そういう状態で夜中に雨が降る可能性があります

よというのを気象台から送られてきても、出さんけど、わかっているのですが、やっぱり躊

躇するところがございます。そこら辺は非常に気象情報の精度の向上とかいろいろあるの

でしょうが、現場の立場としては、今、夜中の雨というのは非常に苦労するところでござい

ます。 

【委員長】  どうすればいいという答えがなかなか見つけにくいような問題だと。全国的

にやっぱりそういう問題は抱えているんでしょうかね。 

【○○委員】  そうですね。 

【委員長】  ですね、多分。 

【○○委員】  大体、どの首長さんに伺っても、夜は怖い。被害の拡大が大きいというこ

とはおっしゃいます。しかも、平成２６年の広島も未明でしたし、伊豆大島も未明でしたし、

比較的このごろ夜が多いというのが悩ましいところではあります。 

【○○委員】  そうですね。夜、降りやすい。 
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【○○委員】  そういう面では、ほんとうにここの次善の策というのも少し真剣に考えて

トータルプランニングしていかないと難しいのかなという気はします。 

【委員長】  そういう意味で、夜中の避難が難しいという状況の中でどういうタイミング

で出すかとか、急に雨が降ってきてリードタイムがないような場合にどうするかとかとい

うのは、多分、次善の策とか、そういったことをあらかじめ地域で考えておくということが

大事になってくるのだろうとは思うのですけれども、何かその辺のことをこの指針の中で

表現できたらいいのかなとは思いますけれども、そういう感じでしょうか。 

 ほかにこれについて関連してご意見ありますか。では、ほかの観点で何か。特にずっと、

今日、資料５で書かれてあることをベースに、次に指針の変更案が作成されますので、まだ

議論していない点がありましたら、ぜひこれを見ていただいて議論していただけたらと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

【○○委員】  もう１点よろしいですか。 

【委員長】  はい。 

【○○委員】  自主避難組織、いろいろ関連するのですが、うちも今、十何個、立ち上げ

ていますけれども、やはりより小さい単位の防災組織ということを提唱すべきだと考えて

おります。熊野町の場合でも自治会丸ごと自主防災組織ということで結成しているところ

がありますが、これは１,０００世帯を超えています。１,０００世帯を超えると実際に機能

するのか。その地区はまだ大きな災害が起こっていませんので、再三どうにかならんかとい

うことを申し上げるのですが、恐らく１,０００の自主防災組織では、１,０００世帯、ほと

んど、いざ緊急事態が発生したときにあまり役に立たない。ほんとうに実効性のある防災組

織、自主防災組織はやはり理想を言えば５０から１００だろうと私は思っている。それは人

口の多い町はそうはいかないでしょうけれども、なるべくそういう小さい単位で自主防災

組織というのを立ち上げていくということをこの指針とは関係ないかもわかりませんが、

そういった意味で実際の立ち上げを主導していく立場からすると、そういうことが言えま

す。 

 もう１点、ハザードマップで言えば、現在、うちもこの３月、全部できます。４小学校あ

りますから、熊野町の場合、小学校校区ごとにつくっているのですが、確かに制度はいいの

ですが、いろいろな情報が入っているので難しいという意見は聞きます。だから、これ、全

世帯、配るのですが、配っただけでは。役場の責任は、会議が終わった後、思うんだよとい

うことは職員に言っていますので、必ずそのハザードマップを用いて実際に、もう少し狭い
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範囲で実際に歩いてみるとか、そういうことを指導するようにということは言っておりま

す。ハザードマップが新しくできるのは大変、つくるのはいいことなのですが、実効性のあ

る、これもハザードマップにしようとすると、もう世帯に配っただけでは、これはタンスの

肥やしといいますか、見ない状態が続きますので、１つそこは何とか、そういったことも若

干具体的に盛り込んでいただければ助かるなと思っております。 

 以上です。 

【委員長】  大変重要なことだと思います。実効性のある自主防災組織とか、ハザードマ

ップをつくったけれども、それが実際に効果的に使われないと困るということですので、そ

の辺の支援をどうするかということだと思うのですが、最初に○○委員からも専門家を活

用、その支援を受けるという体制、そういうようなことも必要なのかなというふうには思い

ます。 

 ○○委員、何か関連してありますか。 

【○○委員】  まさにおっしゃるとおりだと思います。例えば今、４ページの１５番で、

実施すべき対策で、「ハザードマップの作成において専門家の意見も活用して手引きなどを

整備し」とあるのですが、それだけではなく、市町村とかは地域の人にハザードマップの活

用方法を説明できるような人材育成プログラムをつくる、そのときに先ほど話があったハ

ザードマップだけではなく雨量との相関を地域で学べる仕組みをサポートする必要がある

ように思います。現在、そのような人材育成のあり方は市町村ではあまり検討されていない

状況ですので、そのような仕組みが求められます。 

【委員長】  幾つかのところで、例えば地域でそういう地域のコミュニティと専門家が何

かこの土砂災害警戒避難についてのタウンミーティング的なことをやっているところは幾

つかあるかなという、そういうのがよくニュースなどでも流れているのですけれども、人材

育成というところにも踏み込んだほうがいいのかなというご意見だったと思います。少し

また検討していただけたらなと思います。 

 ほかにございますか。私のほうから、この昨年の災害で、いわゆる警戒区域に指定されな

かったところが災害を受けたというのが、先ほどの円グラフでパターン③ですね。パターン

②は精度を上げれば見つかるであろうというところで、パターン③の９％についてはどう

しても見つからないというところでした。それについての対応は、この中ではどこの辺にあ

らわれているかということを少し教えて。この２ページの。 

【事務局】  資料５の２ページ目の一番上、右の上のところに「気候変動等による豪雨の
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増加傾向が顕在化する中」というようなところから書かせていただいている段に指定基準

等の技術的改良に努めるべきというふうに今は書かせていただいております。このあたり

は基本指針のほうに書くような内容かなと今のところ事務局としては考えておりますけれ

ども、またさらにもう少しそういったところについてわかりやすく書いていくようなとこ

ろもあわせて工夫してまいりたいなと思います。 

【委員長】  こういう技術的な改良に努力するという点は、もちろん必要であると思うの

ですけれども、すぐに何か手を打たなければいけないのかなということも考えますけれど

も、そういったことについては、この指針ではないのかもしれないのですけれども、国とし

てはどういうふうに考えていらっしゃるのかを少し教えてください。 

【事務局】  委員長ご指摘の点というのは、警戒区域で、ここは危ないですよとお示しし

ていないところに対して、どういうふうにケアしていくかという点ですか。 

【委員長】  はい。そうですね。 

【事務局】  まさにそういった点についても非常に重要な点だと思っております。まさに

今、内閣府防災のほうのワーキンググループの中でも、そういった議論が行われているとこ

ろでございますので、そういったときの呼びかけ方についても、そういった中で関係省庁と

連携しながら検討していきたいと思っておりますし、そちらのほうの検討の内容みたいな

ものもこの中にどれだけ盛り込めるかみたいなところもまた調整をしていきたいなと思っ

ております。 

【委員長】  少し検討していただいて、ぜひ織り込んでいただけたらいいのかな。去年の

災害もあって、こういった検討会も開かれているであろうと思いますので、その辺のことが

何か反映されているということが必要かなと思いますので、よろしく検討していただけた

らと思います。 

 ほかにございますか。あと１０分程度ありますので。 

【○○委員】  これで最後にいたします。ここから夢物語ばかり語りますが、今の話は気

象庁的には、特別警報が出たときには、これまでに起きたことがないような現象が起こると

言い切っていますので、Ｌ２想定の話が多分そこでカバーをしているのかなと思います。た

だ、やはり技術的にきちんと検討を進めていただくというのは別の場であるというふうに

理解しています。 

 それから、若干、そういう面で考えたときに、これ、１行でも２行でもいいので、平成３

０年の７月豪雨と、それから、今般の台風１９号に閉じた議論に見えてしまって、平成２６
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広島災というのは、まさに先ほど○○委員がおっしゃったように、まさに未明で、多分、土

砂警から実際の災害までが、リードタイムが極めて短い。そのころには記録短になっていて、

多分、外に出ることが難しかった。逆に伊豆大島は夕方に土砂警が出たけれども、雨もほと

んど降っていない。夜が、日が変わり１時ぐらいに気象庁の府県情報で大島が初めて言及を

され、その１時間後には記録短が出ていますから、それも動けない。だから、やっぱりそう

いう土砂災害の難しさというのが１つ欲しいなと。余りにも長期的な予測、あるいは切迫感

が非常にリードタイムを持って出された災害に限られてしまっているという気がいたしま

した。そういう面では、今の、先ほどの微地形の話もあるのですが、深層崩壊の議論という

のはやっぱりとまったままで、そこもほんとうは何か技術的に検討は進めていってほしい

よねという気は少しいたしました。 

 あと、これ、２点目は、これも制度上の非常に難しい問題があると思うので夢物語で申し

上げているのは、いわゆる今の土砂災害で何かベストに近いのが本家に上がるというか、要

するに分家、本家の「本家」の家に集まるという、本家より強いところが多いので、という

ような地区、成功をしている地区がたくさんあるけれども、例えば団地とか拝見していても

新しい新住民がいっぱいいらっしゃるわけで、本家も分家もありゃしない。何かそういう相

対的なリスクとかというところの中で、次善の策の１つとしてのシェルターの整備みたい

なものが、何となく制度的にはどこかで議論をしていかないともたない気がしてきていま

す。それが公民館を少し建てかえをするのか、あるいは休耕田のところに高いところをつく

るのかよくわかりませんけれども、それをしていかないと、ほんとうに人の被害は減らない

ような気がしているので、これはこの答申とは関係ない世界ですけれども、ご検討をいただ

くとありがたいなという気がしています。いずれも、２つとも夢物語ですけれども。 

【委員長】  ありがとうございます。後のほうは、安全なところをつくっていくというこ

とですよね。何かそういうのは、ほんとうに被害を減らすためには不可欠なことかなという

のは私も思います。これとは関係ないにしても、少し議論をしていただけたらなと思います。 

 ほかに。もう少し時間がございます。では、○○委員、どうぞ。 

【○○委員】  ２ページの⑦とも関係するのですが、土砂災害警戒区域、あるいは特別警

戒区域は日本全国たくさんあり、そのようなところに住む人に住宅移転してもらうという

ことも現実問題、難しいところがあります。それでも広島市の安佐南の八木地区などを見て

いると、個人、個人ででき得るいろいろな補強策をとっています。壁面を強化したり、塀を

入れたり工夫してお住まいになられています。個々人ができる補強策の事例を紹介すると
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ともに、それに対して補強策を講じた人への補助みたいな、耐震化の補助みたいな何らかの

補助制度があると、もっと促進されるのかなと思ったりもするので、そこはご検討いただけ

れば。 

【委員長】  補強していくという、積極的に防災を進めていくということだと思うのです

けれども、何かコメントありますか。 

【事務局】  まさに住まい方の問題と防災の話というのは、ほんとうに省内全体としても

今積極的に進めていっているところでありまして、まさにそれこそ他の関係部局とそうい

った点も含めて議論をもう少し前に進めていければなと思っているところです。冒頭の次

長の挨拶の中にもありましたけれども、省を挙げてしっかり取り組んでいこうという大臣

のもとやっていこうという話になっていますので、そういった点もさらに検討を進めてい

きたいなと思います。 

【委員長】  ありがとうございます。 

 ほかにございますか。大体、意見は出ましたでしょうか。それでは、今日、この資料の５

で書いてあること以外でぜひ指針の変更に入れてほしい項目などがありましたら、今何か

思い浮かぶことがありましたらご発言いただけたらと思うのですが、一応、この資料５の内

容につきましては、皆さん見ていただいて、今日、いろいろな意見がございましたけれども、

このような実施すべき対策というところについて意見を今収集しましたけれども、ほかに

何かこれ以外でありましたら。前回の議論と実効性のある避難の委員会で出てきたものが

一応ここに書かれているわけですけれども。 

【○○委員】  行政は今、市町村、県、国、含めて、災害が続いているので大変な苦労を

しているのですが、行政のみではなく、住民の皆さんの努力もいろいろな意味で少しは明記

されてもいいのではないかと思うんですよ。行政は限界がありますので、やはり自主防災と

か活動いただけるのですが、基本的な精神として、こういった中にもやはり個々人で最大限

の努力、災害に対する努力というのは、少しは触れられてもいいのではないかなという気は

いたします。 

【○○委員】  せっかくなので、新しいステージの話と、それから、昨年の内閣府の国民

がみずからの命は守る、それを全力で行政が支援をするといったあたりを前振りに少し入

れておいていただくということで。 

【委員長】  貴重な意見ですので、少し検討して、○○委員の発言にもございましたよう

なことを少し検討していただけたらと思います。 
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 それでは、何かもしも抜けて、こういったことをぜひもう少し変更していただきたいとい

うことがございましたら、早目に事務局のほうに連絡していただいてということをお願い

したいと思います。今日の結果を踏まえて、次、指針の変更案というものが出てきますので、

できれば早目に、もしもあればよろしくお願いいたします。以上でよろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議事は以上になります。事務局で次回会議に向けて今日の意見を取りま

とめていただくとともに、答申案と基本指針変更案を準備いただくということでよろしい

でしょうか。それでは、よろしくお願いします。 

 では、進行を事務局にお返しいたします。 

【事務局】  委員長、ありがとうございました。委員の皆様におかれましても、貴重な意

見をちょうだいいたしまして、大変ありがとうございました。 

 それでは、最後に砂防部長の今井より一言ご挨拶差し上げさせていただきます。 

【砂防部長】  長時間にわたりまして随分ご議論いただきまして、ありがとうございます。

前回にも増して多数のご意見を頂戴いたしました。中でも私は砂防のハードに触れていた

だいたことや、施設管理に触れていただいたことが、ありがたいなと思っています。それか

ら、中段から○○委員から発議されましたように自助、共助、特に共助ですね。共助の部分

についてもコメントを随分といただきました。ありがとうございました。行政が今まで周知

した時代から、住民に理解を求めて、理解をいただいて、みずから行動する、そのためには

当然、自助以上に共助も必要だと思っています。 

 今日いただいた議論は、事務局として答申案に書き込みたいと思っておりますし、一部避

難に関するところ、土砂法の基本指針としてはなかなか難しいかもわかりませんが、表現を

できるだけ上手にして書き込んでいきたいと思っています。加えまして、今日、説明しなか

った対比表の最後の資料でありますけれども、これにつきましてもぜひお目通しいただき

まして、こういうところが欠如しているというところは、次回までにご意見をいただければ

ありがたいなと思っております。短期間でのご議論、誠に申しわけございませんけれども、

次回までには何らかの形で示していきたいと思っておりますので、引き続きご協力いただ

きますようお願い申し上げまして、御礼とかえさせていただきます。本日は、どうもありが

とうございました。 

【事務局】  最後に事務局より３点ご連絡がございます。１点目でございます。本日の議

事録につきましては、内容について各委員の確認を得た後、発言者の氏名を除いたものを国

土交通省ホームページにおいて一般に公開することといたします。なお、追って事務方より
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照会のご連絡をさせていただきますので、ご確認をどうぞよろしくお願いいたします。２点

目でございます。会議資料は、そのまま机上に置いて帰っていただければ、後日、事務局よ

り郵送させていただきます。そのままお持ち帰りいただいても結構です。３点目です。第３

回会議は３月４日、１０時より本会場で行うことを予定してございます。それまでに書面等

で委員の皆様に対しましてご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして第２回土砂災害防止対策小委員会を閉会いたします。長時間

にわたりご議論いただきまして、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


